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館山 市議 会 議員 政治 倫理 条 例  

 

（平 成２ ８ 年１ ２月 ２１ 日 条例 第 ４ ３号 ）  

 

（目 的）  

第 １ 条  こ の 条 例 は ， 市 政 が 市 民 の 厳 粛 な 信 託 に よ る も の

であ るこ と を認 識し ，その 受 託 者 たる 館山 市 議会 議員（ 以

下「議 員 」とい う。）が ，市 民 全 体の 奉仕 者 とし て人 格 と

倫 理 の 向 上 に 努 め ， そ の 権 限 又 は 地 位 に よ る 影 響 力 を 不

正 に 行 使 し て 自 己 又 は 特 定 の 者 の 利 益 を 図 る こ と の な い

よ う 遵 守 す べ き 行 動 基 準 を 定 め る こ と に よ り ， 市 政 に 対

す る 市 民 の 信 頼 に 応 え る と と も に ， 市 民 が 市 政 に 対 す る

正 し い 認 識 と 自 覚 を 持 ち ， も っ て 公 正 で 開 か れ た 民 主 的

な市 政の 発 展に 寄与 する こ とを 目的 とす る 。  

（議 員の 責 務）  

第 ２ 条  議 員 は ， 法 令 を 遵 守 し ， 市 政 に 関 わ る 自 ら の 役 割

と 責 任 を 自 覚 す る と と も に ， 研 さ ん を 積 み 市 民 に 信 頼 さ

れる 倫理 性 と品 位の 保持 に 努め なけ れば な らな い。  

２  議 員 は ， 公 正 な 職 務 を 妨 げ る い か な る 不 当 な 働 き か け

にも 屈し て はな らな い。  

３  議 員 は ， 政 治 倫 理 に 反 す る 事 実 が あ る と 疑 惑 を 持 た れ

た と き は ， 自 ら 潔 い 態 度 を も っ て 疑 惑 の 解 明 に 当 た る と

とも に ， そ の責 任を 明ら か にし なけ れば な らな い。  

４  議 員 は ， 市 民 の 要 請 に 的 確 に 対 応 で き る 識 見 を 常 に 養

う と と も に ， 市 民 全 体 の 福 祉 の 増 進 を 図 る た め に 行 動 す

るよ う努 め なけ れば なら な い。  

５  議 員 は ， 情 報 公 開 の 原 則 に 基 づ き ， 議 会 及 び 議 員 活 動

に つ い て 積 極 的 に 市 民 に 明 ら か に し ， そ の 説 明 責 任 を 果

たさ なけ れ ばな らな い。  

（市 民の 役 割 ）  
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第 ３ 条  市 民 は ， 議 員 の 活 動 及 び 政 治 姿 勢 に 注 目 し ， 必 要

に 応 じ 議 員 に 説 明 責 任 を 果 た す こ と を 求 め る こ と が で き

る。  

２  市 民 は ， 主 権 者 と し て 自 ら も 市 政 を 担 い ， 公 共 の 利 益

を 実 現 す る 責 任 を 負 う こ と に つ い て 自 覚 を 持 ち ， 議 員 に

対 し 次 条 に 規 定 す る 政 治 倫 理 基 準 に 反 す る 働 き か け を 行

って はな ら ない 。  

（政 治倫 理 基準 の遵 守 ）  

第４ 条  議 員は ，次に 掲げ る 政 治倫 理基 準 を遵 守し なけ れ ば

なら ない 。  

( 1 )  市 民 全 体 の 代 表 者 と し て ， 品 位 と 名 誉 を 損 な う 言 動 を

慎 み ，そ の 職 務 に 関 して 不 正 の 疑 惑 を持 た れ る お そ れの

ある 行為 を しな いこ と。  

( 2 )  市 民 全 体 の 奉 仕 者 と し て ， 常 に 人 格 と 倫 理 の 向 上 に 努

め，その 地位 を 利 用し てい か なる 金品 も授 受 しな いこ と。 

( 3 )  市 又 は 市 が 資 本 金 ， 基 本 金 そ の 他 こ れ に 準 ず る も の を

出資 して い る法 人（ 以 下「 市 等 」とい う。）が行 う 工事 の

請 負 契約 ， 業 務 の 委 託契 約 又 は 物 品 の購 入 契 約 そ の 他の

契約（ 以下「 請負 契約 等 」と いう 。）に 関 して ，特定 の業

者 の ため に 推 薦 ， 紹 介そ の 他 の 不 正 な疑 惑 を 持 た れ る 有

利な 取り 計 らい をし ない こ と。  

( 4 )  市 職 員 の 公 正 な 職 務 の 遂 行 を 妨 げ ， 又 は そ の 職 権 を 不

正に 行使 す るよ う働 きか け ない こと 。  

( 5 )  市 職 員 の 採 用 ， 昇 任 又 は 人 事 異 動 に 関 し て 不 当 に 関 与

しな いこ と 。  

( 6 )  政 治 活 動 に 関 し て ， 法 人 そ の 他 の 団 体 か ら 政 治 的 又 は

道 義 的 批 判 を 受 け る お そ れ の あ る 寄 附 等 を 受 け な い こ

と 。 また ， 議 員 の 後 援団 体 に つ い て も同 様 に 取 り 扱 わせ

るよ う措 置 をす るこ と。  

( 7 )  寄 附 及 び 挨 拶 状 の 頒 布 等 に つ い て は ， 公 職 選 挙 法 （ 昭
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和２ ５年 法 律第 １０ ０号 ） の規 定を 遵守 す るこ と。  

（請 負契 約 等に 関す る遵 守 事項 ）  

第５ 条  議 員は ，地方 自治 法（ 昭和 ２２ 年法 律 第６ ７号 ）第

９２ 条の ２ に規 定さ れて い る兼 業禁 止の 趣 旨を 尊重 して ，

市等 が行 う 請負 契約 等を 辞 退し ，市民 に疑 惑 の念 を生 じさ

せな いよ う に努 めな けれ ば なら ない 。  

（審 査の 請 求）  

第６ 条  市 民又 は議 員は ，議 員が 第４ 条に 掲 げる 政治 倫理 基

準に 違反 す る行 為を した 疑 いが ある とき は，これ を証 す る

資料 を添 え ，次 の条 件を 満 たし た上 で議 長 に対 し ，政 治倫

理基 準に 違 反す る行 為の 存 否の 審査（ 以下「 審 査」とい う。）

を請 求す る こと がで きる 。  

( 1 )  市 民 に あ っ て は ， 地 方 自 治 法 第 ７ ４ 条 第 ５ 項 に 規 定 す

る 選 挙 権 を 有 す る 者 の 総 数 の ５ ０ ０ 分 の １ 以 上 の 者 の

署名  

( 2 )  議員 にあ っ ては ，議 員定 数 の４ 分の 1 以 上の 者 の署 名  

（政 治倫 理 審査 会の 設置 ）  

第 ７ 条  議 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ る 審 査 の 請 求 （ 以 下 「 審

査請 求」とい う。）があ っ たと き は，館 山 市政 治 倫理 審査

会（以 下「審 査 会 」と いう 。）を 設置 し ，当 該 審 査を 付託

する もの と する 。  

２  審 査 会 は ， 議 長 の 求 め に 応 じ ， 当 該 請 求 の 事 案 を 調 査

審議 し， そ の結 果を 議長 に 報告 する 。  

３  審 査 会 は ， 前 項 の 調 査 審 議 を 行 う ほ か ， 政 治 倫 理 に 関

して 議長 に 意見 を述 べる こ とが でき る。  

（審 査会 の 組織 等）  

第８ 条  審 査会 の委 員（ 以下「 委員」と いう 。）は，５ 人 以

内と し， 議 長が 委嘱 する 。  

２  委 員 の 任 期 は ， 付 託 さ れ た 審 査 の 結 果 を 議 長 に 報 告 し

た日 まで と する 。  
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３  委 員 は ， 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 漏 ら し て は な ら な い 。

その 職務 を 退い た後 も同 様 とす る。  

（審 査会 の 委員 長等 ）  

第 ９ 条  審 査 会 に は ， 委 員 の 互 選 に よ り 委 員 長 及 び 副 委 員

長を 置く 。  

２  委員 長 は， 会務 を総 理 し， 審査 会を 代 表す る。  

３  副 委 員 長 は ， 委 員 長 を 補 佐 し ， 委 員 長 に 事 故 が あ る と

きは その 職 務を 代行 する 。  

（審 査会 の 会議 ）  

第１ ０条  審査 会は ，委 員 長が 招集 する 。  

２  審 査 会 は ， 委 員 の 半 数 以 上 の 出 席 が な け れ ば 会 議 を 開

くこ と が で きな い。  

３  審 査 会 の 議 事 に お け る 意 思 決 定 は ， 出 席 委 員 の 過 半 数

で決 し ，可 否同 数の 場合 は 委員 長の 決す る とこ ろに よる 。 

（審 査会 の 職務 及び 権限 ）  

第１ １条  審査 会は ，付 託 され た 審査 を行 う ため 当該 審査 の

対 象 と な っ て い る 議 員 （ 以 下 「 対 象 議 員 」 と い う 。） 及 び

関係 者に 対 し，資 料請 求を は じめ 事情 聴取 等 必要 な調 査を

行う こと が でき る。  

２  審査 会 は，対 象議 員に 弁 明の 機会 を与 え なけ れば なら な

い。  

３  審査 会 は ，対 象議 員又 は 関係 者が 第 1 項の 規 定に よる 調

査に 協力 せ ず，又 は虚 偽の 内 容を 報告 した と きは その 旨を

議長 に報 告 しな けれ ばな ら ない 。こ の場 合 にお いて ，議 長

は， その 旨 を公 表す る等 必 要な 措置 を講 ず るも のと する 。 

４  審査 会 の会 議は，原 則公 開 する もの と する 。ただ し，や

む を 得 ず 非 公 開 と す る と き は 出 席 委 員 の ３ 分 の ２ 以 上 の

同意 を必 要 とす る。  

（審 査会 の 審査 結果 ）  

第１ ２条  審査 会は ，議 長 が審 査 請求 を受 け た日 から １０ ０
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日以 内に 付 託さ れた 審査 を 終え ，議長 に対 し てそ の審 査結

果を 文書 で 報告 しな けれ ば なら ない 。  

２  議長 は ，前 項 の規 定に よ る報 告を 受け た 日か ら７ 日以 内

に 当 該 報 告 に 係 る 文 書 の 写 し を 審 査 請 求 を し た 者 の 代 表

者及 び対 象 議員 に送 付す る とと もに ，当該 報告 の 概要 を市

民に 公表 し なけ れば なら な い。  

（審 査結 果 の尊 重）  

第１ ３条  議長 は， 審査 会 から 報告 を受 け た事 項を 尊重 し ，

対象 議員 が 政治 倫理 基準 に 違反 した と認 め られ ると きは ，

市 民 の 信 頼 を 回 復 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と

する 。  

（逮 捕さ れ た場 合の 説明 会 ）  

第１ ４条  議員 が刑 法（ 明 治４ ０年 法律 第 ４５ 号）第１ ９ ７

条 か ら 第 １ ９ ７ 条 の ４ ま で に 規 定 す る 収 賄 罪 若 し く は 同

法 第 １ ９ ８ 条 に 規 定 す る 贈 賄 罪 又 は そ の 他 の 職 務 に 関 連

す る 犯 罪 で 逮 捕 さ れ た 後 に お い て も 引 き 続 き 議 員 の 職 に

とど まろ う とす ると きは ，当該 議 員は 議長 に 対し 市民 に対

する 説明 会 の開 催を 求め ，説明 会 に出 席し 釈 明す るも のと

する 。  

（議 長職 務 の代 行）  

第１ ５条  議長 が審 査の 対 象と なっ たと き は副 議長 が，議 長

及 び 副 議 長 が と も に 審 査 の 対 象 に な っ た と き は 年 長 の 議

員が ，こ の 条例 に規 定す る 議長 の職 務を 行 うも のと する 。  

（委 任）  

第 １ ６ 条  こ の 条 例 の 施 行 に 関 し 必 要 な 事 項 は ， 議 長 が 別 に

定め る。  

附  則  

この 条例 は ，平 成２ ９年 ４ 月１ 日か ら施 行 する 。  


